
目

次

規

則

○
青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqq（
市
町
村
課
）
…
一

告

示

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
障

が

い

福

祉

課
）
…
一

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の

法
律
に
よ
る
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
食
ブ
ラ
ン
ド
･

流
通
推
進
課
）
…
二

公

告

○
農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
漁
港
漁
場

整

備

課
）
…
四

○
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表
qqqqqqqqqqqq（
会
計
管
理
課
）
…
四

出
先
機
関

○
特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示
qqqqqqqqqqqqqqq（
東
青
県
土

整
備
事
務
所
）
…
五

○
土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
三
八
農
林

水
産
事
務
所
）
…
五

規

則

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

青
森
県
規
則
第
一
号

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
細
則
（
平
成
十
四
年
八
月
青
森
県
規
則
第
六
十
三
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
イ
中
「
被
保
険
者
証
」
を
「
資
格
確
認
書
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
十
四
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
五
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）
を

次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指

定

年
月
日

青
森
県
報
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第
千
十
六
号

令
和
八
年一

月
十
六
日

（
金
曜
日
）



弘
前
医
療
福
祉
大
学
在
宅
ケ
ア

研
究
所
附
属
訪
問
看
護
リ
ハ
ビ

リ
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
ら

弘
前
市
大
字
小
比
内
三
丁
目
一
八
の
一

令
和八･
一･
一

ア
ッ
プ
ル
調
剤
薬
局
青
柳

青
森
市
青
柳
二
丁
目
五
の
三
三

〃

ラ
イ
ム
薬
局

む
つ
市
小
川
町
一
丁
目
一
八
の
九

〃

訪
問
看
護
リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー

ぷ
ら
っ
と

青
森
市
松
森
三
丁
目
一
七
の
六
九

一
〇
号

〃

Ａ
Ｂ
Ｃ
薬
局

Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｒ
Ｏ
Ｓ

Ｈ
Ｉ
Ｔ
Ａ

弘
前
市
大
字
駒
越
町
六
の
一

〃

青
森
県
告
示
第
十
五
号

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第

百
二
十
三
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
自
立
支
援
医
療
機
関
（
精
神
通
院
医
療
）

が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
九
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

名

称

所

在

地

指
定
辞
退

年
月
日

サ
カ
エ
薬
局
板
柳

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字
実
田
四
五

の
三

令
和七･一二･一二

な
か
さ
と
調
剤
薬
局

北
津
軽
郡
中
泊
町
大
字
宮
野
沢
字
浦
島
九
八

の
三
一

七･一二･一七

た
む
ら
薬
局
美
保
野
店

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
山
七
五
の
三

八･
一･三一

青
森
県
告
示
第
十
六
号

卸
売
市
場
法
（
昭
和
四
十
六
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
地
方
卸
売
市
場
に
係
る
変
更
の
認
定
を
し
た
の

で
、
同
法
第
十
四
条
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
十
三
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

開

設

者

地

方

卸

売

市

場

変

更

認
定
年
月
日

名

称

住

所

名

称

位

置

取
扱
品
目

新
深
浦
町

漁
業
協
同

組
合

西
津
軽
郡
深

浦
町
大
字
北

金
ケ
沢
字
塩

見
形
四
〇
六

の
一

地
方
卸
売

市
場
大
戸

瀬
魚
市
場

西
津
軽
郡
深

浦
町
大
字
北

金
ケ
沢
字
塩

見
形
三
九
九

生
鮮
水
産
物

令
和
八･
一･
七

公

告

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
二
九
三
の
一

田

五
、
〇
五
九
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弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
〇
三

田

二
六
二

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
七
八

田

二
九
六

二

利
用
権
の
内
容農

地

の

区

分

利
用
権
の
内
容

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
二
九
三
の
一

賃
借
権

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
〇
三

賃
借
権

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
七
八

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

農
地
の
区
分

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
二
九
三
の
一

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
〇
三

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
七
八

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

農
地
の
区
分

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
二
九
三
の
一

六
五
七
、
〇
〇
〇

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
〇
三

三
四
、
〇
〇
〇

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三
七
八

三
八
、
〇
〇
〇

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

農
地
の
区
分

所
有
者
等
に
係
る
情
報

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
二

九
三
の
一

令
和
六
年
十
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三

〇
三

令
和
六
年
十
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態

弘
前
市
大
字
土
堂
字
早
川
三

七
八

令
和
六
年
十
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態

農
地
を
利
用
す
る
権
利
の
設
定
の
裁
定

農
地
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
百
二
十
九
号
）
第
四
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て

準
用
す
る
同
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
農
地
を
利
用
す
る
権
利
（
以
下

「
利
用
権
」
と
い
う
。
）
を
設
定
す
べ
き
旨
の
裁
定
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
一
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
面
積

所

在

及

び

地

番

地

目

面
積
（
平
方
メ
ー
ト
ル
）

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
〇
の
一

田

三
、
五
〇
九

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
三
の
一

田

二
〇
九

二

利
用
権
の
内
容
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農

地

の

区

分

利
用
権
の
内
容

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
〇
の
一

賃
借
権

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
三
の
一

賃
借
権

三

利
用
権
の
始
期
及
び
存
続
期
間

農
地
の
区
分

利
用
権
の
始
期

存
続
期
間

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
〇
の
一

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
三
の
一

令
和
八
年
四
月
一
日

一
〇
年

四

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額

農
地
の
区
分

借
賃
に
相
当
す
る
補
償
金
の
額
（
円
）

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
〇
の
一

二
八
〇
、
〇
〇
〇

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二
三
の
一

一
六
、
〇
〇
〇

五

補
償
金
の
支
払
の
方
法

利
用
権
の
始
期
ま
で
に
利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
在
地
の
供
託
所
に
補
償
金
を
供
託
す

る
こ
と
。

六

利
用
権
を
設
定
す
べ
き
農
地
の
所
有
者
等
に
係
る
情
報

農
地
の
区
分

所
有
者
等
に
係
る
情
報

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二

〇
の
一

令
和
四
年
一
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態

弘
前
市
大
字
坂
市
字
亀
田
二

三
の
一

令
和
四
年
一
月
に
登
記
名
義
人
が
死
亡
し
、
所
有
者
が
確
知

で
き
な
い
状
態

特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

漁
港
及
び
漁
場
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
十
七
条
第

十
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
牛
地
区
に
係
る
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同

条
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
告
し
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整

備
事
業
計
画
の
変
更
案
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
当
該
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案
に
意
見
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の

日
ま
で
に
、
県
に
対
し
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

野
牛
地
区
特
定
漁
港
漁
場
整
備
事
業
計
画
の
変
更
案

二

縦
覧
場
所

青
森
県
農
林
水
産
部
水
産
局
漁
港
漁
場
整
備
課
及
び
東
通
村
建
設
課

三

縦
覧
期
間

令
和
八
年
一
月
十
六
日
か
ら
同
年
二
月
五
日
ま
で

四

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
十
五
分
ま
で

た
だ
し
、
東
通
村
建
設
課
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
執
務
時
間
内
と
す
る
。

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況
の
公
表

令
和
七
年
十
月
か
ら
同
年
十
二
月
ま
で
の
間
の
政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
受
付
及
び
処
理
の
状
況

の
概
要
を
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

政
府
調
達
に
係
る
苦
情
の
申
立
て
は
な
か
っ
た
。
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出

先

機

関

特
定
調
達
契
約
に
係
る
落
札
者
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
落
札
者
を
決
定
し
た
の
で
、
同
令

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所
長

阿

部

伸

樹

一

特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

１

工
事
番
号

大
特
河
第
五
号

２

工
事
名

貴
船
川
大
規
模
特
定
河
川
工
事

３

工
事
場
所

青
森
市
大
字
野
内
地
内

４

工

種

土
木
一
式
工
事

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

１

名

称

青
森
県
東
青
県
土
整
備
事
務
所
建
設
管
理
課

２

所
在
地

青
森
市
大
字
幸
畑
字
唐
崎
七
六
の
四

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
十
二
月
五
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
住
所

仙
建
工
業
㈱
盛
岡
支
店
・
㈱
鹿
内
組
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

仙
建
工
業
株
式
会
社
盛
岡
支
店

岩
手
県
盛
岡
市
盛
岡
駅
前
北
通
四
の
五

株
式
会
社
鹿
内
組

青
森
市
大
字
野
尻
字
今
田
九
七
の
一

六

落
札
金
額

四
十
八
億
千
八
百
万
円

七

落
札
者
を
決
定
し
た
手
続

総
合
評
価
一
般
競
争
入
札

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

令
和
七
年
九
月
二
十
九
日

土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
退
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る

同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
、
解
散
し
た
八
戸
平
原
土
地
改
良
区
か
ら
、
次
の
と
お
り

清
算
人
の
退
任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

八
条
第
十
九
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

令
和
八
年
一
月
十
六
日

青
森
県
三
八
農
林
水
産
事
務
所
長

大
和
山

真

一

氏

名

住

所

退
任
の
年
月
日

郷
州

公
典

根
岸

文
隆

磯
島

功

住
沢

久
一

山
内

忠
夫

阿
部

範
彦

林

清
祐

柳
沢

圭
一

久
保

雅
庸

奥
沢

一
英

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
仁
田
三

八
戸
市
南
郷
大
字
島
守
字
上
荒
谷
三
三

〃

大
字

町
字
石
株
一
〇

〃

南
郷
大
字
島
守
字
世
増
一

〃

〃

大
字
泉
清
水
字
浜
渡
四
三
の
二

三
戸
郡
階
上
町
大
字
金
山
沢
字
伴
蔵
八

八
戸
市
南
郷
大
字
大
森
字
林
崎
後
五
の
三

三
戸
郡
階
上
町
大
字
角
柄
折
字
柳
平
一
五
の
六

〃

〃

大
字
晴
山
沢
字
上
城
三

八
戸
市
大
字
松
舘
字
奥
沢
三
三
の
三

令
和
七･一二･二二

〃〃〃〃〃〃〃〃〃
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目
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目
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